
団体扱火災保険

©東京海上日動

なお､三菱重工グループの団体扱にご加入の場合､割引が適用されます｡ご希望の方はMHI保険サービスまでお問い合わせください｡
※団体扱の対象となる方の範囲(契約者･被保険者)や団体扱特約失効時の取扱いについては､代理店までお問い合わせください｡

社宅に関して会社は を付保しておりません｡
ご自身の家財の損害に対する補償の必要性はもちろん､万が一入居者に起因する偶然な事故により

賃貸人に法律上の損害賠償責任を負った場合､会社は入居者である社員に求償(寮の場合も同様)する場合がありますので､

※補償を受けられる方またはその家族が､補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには､補償が重複することがあります｡

偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合に､補償を受けられる方
(被保険者本人等)が負担する以下の損害を補償します｡*1

貸主に対する法律上の損害賠償責任

①以外の場合で､貸主との契約に基づいて修理した費用
*1 借家人修理費用の破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が3千円となります｡

26TX-001221 2026年6月

MHI保険サービス株式会社
各支店の住所・連絡先は下記URL
または2次元コードからご確認ください。
https://www.mhiins.co.jp/list/index.html

東京海上日動火災保険株式会社
〒100-8050
東京都千代田区大手町二丁目6番4号
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/



*2 被保険者(補償を受けられる方)またはそのご家族が､補償内容が同
様の保険契約を他にご契約されているときには､補償が重複するこ
とがあります｡

*3 借家人修理費用の破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が3千円
となります｡

*4 マンション向けタイプでは､火災リスク､風災リスク､盗難･水濡れ等
リスク､破損等リスクを補償します｡

※敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物も保険の対象に含みます｡
※家財の盗難事故の場合､通貨等は30万円､預貯金証書は500万円が1事故あたりの支払限度額(保険金額)となります｡
※地震等による損害については､｢住まいの保険｣とあわせて｢地震保険｣をご契約いただく必要があります｡
※保険期間が1年～4年の場合については､代理店までお問い合わせください｡

｢トータルアシスト住まいの保険｣は､住まいの保険および地震保険のペットネームです｡このチラシはトータルアシスト住まいの保険(団体扱)の概要に
ついてご紹介したものです｡ご契約にあたっては､必ず｢重要事項説明書｣をよくお読みください｡また詳しい補償内容については｢ご契約のしおり(約款)｣
に記載していますので､必要に応じて東京海上日動のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)でご参照いただくか､代理店または東京海上日動
にご請求ください｡ご不明な点等がある場合は､代理店または東京海上日動までお問い合わせください｡

※当代理店は､ご提出いただいた個人情報を東京海上日動より委託を受けて行う損害保険の募集およびこれに付帯･関連するサービスの提供等に利用させて
いただくことがあります｡東京海上日動における個人情報の取扱い等については､ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)に掲載しております｡

フリガナ

(電話番号： )

(内線番号： )

フリガナ
〒

□ コンクリート造 □ 鉄骨造 □ 木造 □ れんが造､石造 □ 枠組壁工法建物(ツーバイフォー等)
□ その他( )

*6 口 □ 希望する □ 希望しない

□ 借家人賠償責任･修理費用補償特約 □ 個人賠償責任補償特約

*1 建物内(軒下を含みます｡)に収容される､生活用の家具､衣服､その他の生活に必要な動産や､敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配
物をいいます｡

*2 住居として使用するとともに､店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物をいいます｡
*3 令和6(2024)年4月1日付改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます｡

支払限度額(保険金額):100万円(1口)

月々
(年間1,800円)*2

支払限度額(保険金額):500万円
免責金額(自己負担額)0円*3

*2
支払限度額(保険金額):国内無制限､国外1億円

免責金額(自己負担額)0円
月々
(年間2,400円)

(基準日：2026年7月1日現在)

補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が､日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき､線路への
立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき､または日本国内で受託した財物(受託品)*5を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの､
法律上の損害賠償責任を補償します｡
※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます｡)に限り､示談交渉は原則として東京海上日動が行います｡
*5 携帯電話､スマートフォン､自転車､コンタクトレンズ､眼鏡､1個または1組で100万円を超える物等は､受託品に含みません｡

(賃貸住宅にお住まいの方共通)

*1 大口団体扱割引15％は､保険期間の始期日が2026年7月1日から2027年6月30日までの契約に適用されます｡
割引率は､団体の契約件数により毎年見直されます｡なお､大口団体扱割引は地震保険には適用されません｡

*6 建物内(軒下を含みます｡)に収容される､生活用の家具､衣服､その他の生活に必要な動産や､敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物をいいます｡

※MHI保険サービスの個人情報の取扱い等については､ホームページ(https://www.mhiins.co.jp/privacy/index.html)のプライバシーポリシーに記載しております｡

https://www.mhiins.co. 
jp/dantailp/contact/




